
徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
）
第
七
号
鴨
島
町
清
掃
セ
ン
タ
ー

徳
島
東
部
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
）
第
十
号
吉
野
川
市
環
境
セ
ン
タ
ー

二

縦
覧
場
所

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課


